
条件付き一般競争入札（第２号）の公告について 

 

 条件付き一般競争入札（第２号）（郵便による入札）を実施するにあたり、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定を準用し、別紙のとおり入札公告する。なお、この

公告に掲げるもののほか、この入札に必要な事項については、「条件付き一般競争入札（第２号）に必

要な事項について」（令和６年２月２日公表）による。 

 

 令和６年２月２日 

 

                            氷見ふるさとエネルギー株式会社 

                             代表取締役 篠田 伸二 

 

別紙 

 

条件付き一般競争入札（第２号）の入札公告 

 

１ 公告日      

  令和６年２月２日 

２ 入札番号  

  第２号 

３ 工事名   

氷見ふるさとエネルギー太陽光灘浦発電所設備工事 

４ 工事場所 

  氷見市宇波地内 

４ 工事完成期限   

  令和７年２月１４日 

５ 工事概要 

宇波地区で計画している太陽光発電所の設備工事を行うもの。 

６ 予定価格  

  ４８１，２００，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）  

７ 調査基準価格   

  設定なし。 

８ 入札参加資格  

（１）氷見市入札参加資格者の登録者であること。 

（２）総合点数等 

   経営規模等評価結果通知書（直近かつ申請日において有効なもの）の総合評定が１１００点以上

の業者であること。 

（３）過去１０年以内に、建築基準法施行令第８６条に基づく垂直積雪量が１ｍ以上の地域において、  

   発電出力１０００kW以上の野立て太陽光発電設備の建設工事を元請として行った実績がある事 

業者であること。なお、実績については、共同企業体での受注実績も認める。ただし、共同企業体 

の代表（構成員）のうち第３幹事会社までとする。  



（４）工種 

   電気工事 

（５）配置技術者 

   当該工事において、一定の資格を有する者（主任技術者または監理技術者）を配置できること。  

９ 入札担当及び契約担当   

  氷見ふるさとエネルギー株式会社 ℡０７６６－５４－５２００ Fax０７６６－５４－５２０８ 

10 設計図書等   

氷見ふるさとエネルギー株式会社のホームページ「条件付き一般競争入札（第２号）」の公告（令 

和６年２月２日公告）からダウンロードすること。ただし、電気配線図については、防犯上の観点 

から、入札参加資格がある者のみに Fax、郵送等で提示する。 

11 設計図書等に対する質問期間 

令和６年２月１４日（水）までに、氷見ふるさとエネルギー株式会社まで Fax で提出して下さい。 

12 質問に対する回答期限 

  令和６年２月２０日（火）までに、氷見ふるさとエネルギー株式会社のホームページにアップし 

 ます。 

13「入札参加申請書」の郵便受付開始日 

令和６年２月５日（月） 

14「入札参加申請書」の到着期限 

令和６年２月２２日（木）（期日内に必着するよう十分注意して投函すること。日本郵便のシステ 

ムにより、必着日当日に氷見郵便局窓口で投函しても、到着日が翌日以降となる場合があるので、 

十分注意のうえ投函すること。） 

15 「入札書」、「内訳書」の郵便受付開始日 

令和６年２月２２日（木）   

16  「入札書」、「内訳書」の到着期限 

令和６年２月２８日（水）（期日内に必着するよう十分注意して投函すること。日本郵便のシステ 

 ムにより、必着日当日に氷見郵便局窓口で投函しても、到着日が翌日以降となる場合があるので、十  

 分注意のうえ投函すること。） 

17 開札日時及び場所 

  令和６年２月２９日（木）午後１時３０分 氷見商工会館３階 第２会議室 

18 入札の無効となる例 

次のいずれかに該当する入札は無効とします。  

 ・競争入札参加資格のない者の入札  

 ・１つの入札について同一の者が２通以上の入札書を提出した入札  

 ・入札書に記名押印を欠く入札 

 ・金額を訂正した入札 ・誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札  

 ・「一般書留」「簡易書留」「特定記録郵便」以外の方法で入札書を提出した入札 

 ・内訳書を同封しない入札 

 ・到着期限を過ぎて到着した入札  

 ・郵便入札封筒記載の入札番号と入札書の業務名が相違する入札  

 ・郵便入札封筒に業務番号又は差出人名が記載されていない入札 

 ・明らかに不正による入札と認められる入札  



 ・その他入札に関する条件に違反してなされた入札  

19 その他 

  本工事は、隣接工事または施工上関連する工事の受注者と相互に工程を調整する必要がある。 

  


